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歴史的建造物を生かした観光まちづくりについて
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１．長崎市における観光まちづくりに係る計画関連図

〈 調査項目 〉
(2)歴史的建造物を生かした観光まちづくりについて

～南山手・東山手地区の洋館１０件の活用状況など～

関連計画等
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２．歴史的建造物を生かした観光まちづくりに関連する計画等

平成２７年３月 策定
長崎市の歴史文化を示す文化財等の適切な保存・活用を図っていくために、長崎市の歴史

文化に関する総合的な方針や方向性を示すマスタープラン

令和２年３月 認定
まちづくり行政、文化財保護行政、観光行政及び市民が連携、協働して、長崎固有の「地域

におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値
の高い建造物及びその周囲の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境
（＝歴史的風致）を守り育て、次世代へと継承していくことを目的として策定

令和３年１１月 官民協働で策定
長崎市歴史的風致維持向上計画の重点区域（東山手・南山手）において歴史的資源を生か

したまちづくり（歴史まちづくり）に官民協働で取り組み、地域の歴史的風致の維持向上を図
ることで持続可能な地域を実現するため、将来像とその実現のための基本的な方向性を示
すことを目的として策定

令和５年２月 策定
グランドデザインに基づき実施する事業・取組みについて、官民が協働して計画的かつ戦略

的に実施していくため、基本となる考え方や事業・取組み内容について整理し関係者で共有
するとともに、内外に向けて、この地域で取り組んでいる歴史まちづくりの考え方や事業・取
組みに関する説明書としての役割を果たすことを目的として策定
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２．歴史的建造物を生かした観光まちづくりに関連する計画等

■ 歴史的建造物の価値・魅力
を高めるための官民一体となった活用の推進
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まちづくりの方針 歴史・伝統を守り、磨き、生かすことで、営みと賑わいが共生できるまち
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２．歴史的建造物を生かした観光まちづくりに関連する計画等

洋館等活用
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目指す将来像 営みとつながりが創る 新しい居留地物語 ～居留地から居住地へ～



目指す交流都市像

１ 訪問客がより長く滞在し、何度でも訪れたくなるまち

２ 事業者が地域資源を活かし交流で稼ぐまち

３ 市民が観光まちづくりに関わるまち

４ 危機や変化に強く、しなやかに対応するまち

世界とつながる持続可能な交流都市 長崎

―――ここにしかない、えらばれる価値を。

目標（KGI・KPI）
KGI：旅行消費額、経済波及効果

KPI:訪問客数、MICE客数、国際会議開催件数、日本人
延べ宿泊者数、外国人延べ宿泊者数、クルーズ客数、
日本人旅行消費単価、外国人旅行消費単価、
クルーズ客消費単価、リピーター率（国内）、MICE消費額、
訪問客の満足度、事業者の満足度、市民の満足度、平均泊数

基本方針

A 滞在価値の最大化と魅力発信

B 観光・MICE産業の持続的成長

C 市民参加と地域愛の醸成

D 危機や変化に強くしなやかに対応する基盤づくり

基本施策

A 滞在価値の最大化と魅力発信

 A1： 長崎ならではの体験価値の提供

A2： 市場動向等に対応したマーケティング強化

B 観光・MICE関連産業の持続的成長

B1： 収益力と競争力の強化

B2： 地域への波及効果の拡大

C 市民参加と地域愛の醸成

C1： 観光に関わる市民参画の機会創出

C2： 観光を通じた地域愛・郷土理解の醸成

D 危機や変化に強くしなやかに対応する基盤づくり

D1： 快適な滞在環境の整備

D2： 観光危機対応力とレジリエンスの向上

２．歴史的建造物を生かした観光まちづくりに関連する計画等

基本計画
レベル

実施計画
レベル

第二次長崎市
観光・MICE戦略

観光・MICE
計画
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まちづくり部所管 文化観光部所管 環境部所管



２．歴史的建造物を生かした観光まちづくりに関連する計画等

A-1-(1)：洋館活用、ユニークベニューなど新たな歴史文化遺産の活用

洋館活用手法検討費

文化財保存整備事業費 伝統的建造物（旧杠葉本館ほか）

・南山手伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物旧杠葉本館（洋風住宅）およ

び旧杠葉氏宅（和風住宅）について、保存活用計画及び平成28年度耐震診断・

補強設計業務に基づき、保存修理及び耐震補強工事を行う。

令和８年度主な観光関係事業の予算の概要基本施策

・ 市所有の洋館等10件について、官民連

携による魅力的な活用に向けた適切な

事業手法等を調査するため、導入可能

性調査を実施した。

令和８年度は、これまでの調査結果を踏

まえ、さらに深堀りした調査を行うとと

もに、その結果に基づいた事業条件の

整理、実施方針（案）等の作成業務を実

施する。

長崎市の強みである、2 つの世界遺産や国指定史跡・出島などの長崎を代表する歴史遺産

や独特の斜面地が創り出す夜景、異文化が融合した長崎の食など、長崎の貴重な歴史・文化、

食などを活かした魅力ある観光コンテンツを提供していきます。 

 

（1） 洋館活用、ユニークベニューなど新たな歴史文化遺産の活用 
 

グラバー園や大浦天主堂の周辺に存在し、長崎市が管理し公開活用している歴史的建造

物について、民間活力を導入し、魅力的で持続的な活用を目指します。 

出島、グラバー園など歴史的建造物等で、会議・レセプションを開催し、特別感や地域特

性を演出するユニークベニューを活用し新たな魅力を創出します。 

 

（2） 長崎固有のストーリー性、テーマ性に富んだ観光コンテンツの磨き上げ 

   （長崎学、平和プログラム、食、夜景など） 
 

長崎開港以来の歴史、伝統文化等が有する多彩なストーリー性、テーマ性を活かし、長崎

学研究による歴史文化の活用、平和プログラムの充実、独特な食文化、世界新三大夜景に

認定された夜景などの独自のコンテンツを磨き上げるとともに、プロスポーツ、映画・アニ

メなど新たな魅力も創ります。 
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まちづくり部所管 文化観光部所管 環境部所管



⑦旧香港上海銀行長崎支店

⑤南山手乙27番館

⑧南山手8番館

④東山手洋風住宅群（7棟）

⑩旧杠葉本館・旧杠葉氏宅

⑥旧長崎税関下り松派出所
①旧長崎英国領事館

②東山手甲十三番館

③東山手十二番館

⑨南山手乙9番館

8

歴史的建造物 位置図

位置図

東山手地区

拡大図

南山手地区

グラバー園

３．南山手・東山手地区における洋館活用



概 要

長崎市の現状

・人口減少等により財政が厳しい状況
・物価上昇や人件費高騰により、歴史的建造物の維持管理コスト増加
・増加する支出に対し、現在の歴史的建造物の活用による収入が少ない
（洋館等10件で毎年約4,000万円の赤字）
・歴史的建造物の耐震改修や計画的な保存整備と長寿命化の必要性

・現在の活用用途では、市民・観光客のニーズに応えきれていない
・魅力的な飲食・物販店が不足し、エリアに「新鮮さ」が欠けている
・域内の周遊を通じた経済波及効果が生み出されていない
・地域資源の価値向上と持続可能なまちづくり・賑わいの創出の必要性

３．南山手・東山手地区における洋館活用
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地域の課題

＜ 現在までの経過 ＞

民間事業者へのサウンディング （ 委託費：なし ）R ４

洋館等の活用イメージ（案）作成 （ 委託費：なし ）R ５

導入可能性調査 （ 委託費：19,910千円 うち国庫12,880千円 ）R ６

洋館活用手法等検討調査① （ 委託費： 6,030千円 うち国庫 6,000千円 )R ７

洋館活用手法等検討調査② （ 委託費：1４，８７２千円 うち国庫10,000千円 )R ８

→R9：事業者の公募、 R１０：事業者選定・事業契約 順次活用開始（予定）R９以降

活用用途の見直し、民間活力の導入、賑わいと経済波及効果を創出し、歴史的建造物の持続的な保全を目指す

R3.11策定：長崎居留地歴まちグランドデザイン

現在



これまでの調査概要

３．南山手・東山手地区における洋館活用
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洋館活用手法等検討調査①R ７

洋館活用手法等検討調査②R ８

導入可能性調査R ６

洋館等の活用イメージ（案）作成R ５

民間事業者へのサウンディングR ４
（１）提案の募集期間

令和４年８月１６日 から １０月２１日

（２）現地見学会・説明会
令和４年９月２１日・２２日
参加 １７団体 （うち県内９団体、県外８団体）

（３）対話
令和４年１０月３１日 から １１月７日
参加 １２団体 （うち県内８団体、県外４団体） 一定の市場性を確認
提案数 ２５件

洋館活用に関するサウンディング型市場調査

提案用途

（R5.3月調査結果報告書より抜粋）

～調査～
・活用の可能性
・活用用途の提案



これまでの調査概要

３．南山手・東山手地区における洋館活用
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民間事業者へのサウンディングR ４

洋館活用手法等検討調査①R ７

洋館活用手法等検討調査②R ８

導入可能性調査R ６

洋館等の活用イメージ（案）作成R ５

洋館活用イメージ（案）作成

旧長崎英国領事館
【案】附属屋・職員住宅：地域活性化・交流

拠点機能の集積（物販、飲食などの機能の付加）

東山手甲十三番館
【案】民間活用（飲食）

※学生や住民の交流の場

東山手十二番館
【案】展示（ﾐｯｼｮﾝ･ｽｸｰﾙ）を継続

＋東山手地区町並み保存ｾﾝﾀｰ
→町並み保存ｾﾝﾀｰの移転・統合、

展示+αの活用

東山手洋風住宅群（東山手町並み保存セ
ンター、地球館、旧古写真・埋蔵資料館）
【案】交流・消費施設（イノベーション拠点、クリ
エイターズビレッジ、カフェなど）

旧長崎税関下り松派出所（旧べっ甲）
【案】民間活用

旧香港上海銀行長崎支店
【案】現状を継続

※ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ機能の強化を検討

南山手乙9番館（旧須加五々道）
【案】未定（民間活用または公の施設）

※民間活用が望ましい

南山手8番館（南山手町並み保存ｾﾝﾀｰ）
【案】現状を継続

＋新たな活用（民間活用）

南山手乙27番館（ﾚｽﾄﾊｳｽ）
【案】民間活用（飲食、宿泊など）

※ユニークベニュー対応を検討

旧杠葉本館・旧杠葉氏宅
【案】民間活用（飲食、宿泊など）

≪凡例≫
・・・行政と民間の協力運営

（指定管理、部分貸付など想定）

・・・民間活用

～調査結果整理～
・施設毎の活用検討



これまでの調査概要

３．南山手・東山手地区における洋館活用
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民間事業者へのサウンディングR ４

洋館等の活用イメージ（案）作成R ５

洋館活用手法等検討調査②R ８

導入可能性調査R ６

洋館活用手法等検討調査①R ７

ヒアリング項目

１．望ましい役割分担、リスク分担 （ 特に施設改修の費用負担の考え方 ）

２．想定される導入機能
（ ターゲット等、特に宿泊施設が想定される場合は、そのグレード及び客室平均単価 ）

３．対象施設ごとの事業成立可能性

４．望ましい事業スキーム（ 公募時期、対象施設、手法等 ）

５．参画検討にあたり参画条件となる事項

メールアンケート他、個別ヒアリングを17社に依頼し、12社に実施

■ヒアリング結果（ ※実施済みの12社における結果 ）

洋館等10件一括での活用については、条件付きで12社中3社が希望

・宿泊施設としての活用の場合は耐震改修が必須であり、
その際に必要な活用前の改修（耐震改修）は長崎市に求める意見が多い。
⇒①活用方法による工事内容・費用面の整理

②耐震改修が時間的・費用的に難しい施設の取り扱いの検討

・公共活用部分と民間活用部分のすみ分け次第で事業性が変化する
（公共と民間が同一施設に存在しないシンプルな活用が望ましい）との意見がある。

⇒①公共と民間の協力運営となっている施設について、活用方針案の再検討
②10件一括以外に、グルー プ分けや単体での活用が望ましいのか等の検討

（不人気施設の条件整理、機能の集約など）

R6～R7にかけての調査概要
～公募条件整理～



今年度の業務概要

３．南山手・東山手地区における洋館活用
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民間事業者へのサウンディングR ４

洋館等の活用イメージ（案）作成R ５

導入可能性調査R ６

洋館活用手法等検討調査①R ７

洋館活用手法等検討調査②R ８

①事業条件の整理
（ 過年度調査等を踏まえた課題解決・事業条件の整理）

≪課題≫
 活用方法による工事内容・費用面の整理
 耐震改修が時間的・費用的に難しい施設の取り扱いの検討
 現在の活用方針案で公共と民間の協力運営となっている施設について、

活用方針案の再検討
 10件一括以外に、グルー プ分けや単体での活用が望ましいのか等の検討

（不人気施設の条件整理、機能の集約など）

②実施方針(案)等の作成
・事業者との対話 主に参加意欲がある事業者へ、実現可能な条件の整理
・実施方針(案)の作成
・実施方針別紙 リスク分担表(案)の作成
・実施方針等に対する質問への回答(案)の作成

③特定事業選定の準備支援

④その他（協議等）

令和８年度業務内容

～公募条件整理～
公募に向けた最終調整



スケジュール

入館者数
(R7実績)

保存
活用
計画

現在の
運用形態

（契約相手方）
現在の活用公開

非公開

建物名
（文化財種別） R14

R10R9R8

128412841284

※
5,155人

R2策定

業務委託
(NPO法人長崎市

美術振興会)
展示公開

①旧長崎英国領事館
(国指定重要文化財

/伝統的建造物)

29,834人H18策定

協働
（NPO法人
長崎の風）

観光案内、
喫茶

公開
②東山手甲十三番館

(伝統的建造物
/登録有形文化財)

28,366人なし
業務委託

((有)長崎営繕建
設)

展示公開
③東山手十二番館

(国指定重要文化財
/伝統的建造物)

④東山手洋風住宅群（７棟）
(伝統的建造物/市指定有形文化財)

－

なし

－－非公開A棟

9,827人

業務委託
(東山手地区

町並み保存会)
展示・貸室公開B棟

－
使用許可
（地球館）

国際交流・
喫茶

公開C棟

2,508人－－非公開D～G棟

現在の活用

事業者と契約

事業者と契約

事業者と契約

事業者と契約

事業者と契約

現在の活用

現在の活用

現在の活用

順次事業を開始

順次事業を開始
備品の整理等

備品の整理、展示品の移設等

※平和会館における野口彌太郎記念美術館（R7.4.1～R8.1.30）、旧長崎英国領事館(R8.1.30～)の実績

備品の整理等

随時貸出受付・備品の整理等

事業者と契約

順次事業を開始

順次事業を開始

順次事業を開始

順次事業を開始

順次事業を開始

事業者と契約
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４．洋館活用対象施設の現況と今後のスケジュール

事業者公募

事業者公募

事業者公募

事業者公募

事業者公募

事業者公募

事業者公募



スケジュール

入館者数
(R7実績)

保存
活用
計画

現在の
運用形態

（契約相手方）
現在の活用公開

非公開

建物名
（文化財種別） R14

R10R9R8

128412841284

19,977人なし
業務委託

(長崎市シルバー
人材センター)

展示、休憩所公開
⑤南山手乙27番館

(伝統的建造物)

4,052人なし－－非公開

⑥旧長崎税関下り松派出所

(国指定重要文化財
/伝統的建造物)

⑦旧香港上海銀行長崎支店
(国指定重要文化財/伝統的建造物)

8,895人なし

指定管理
((株)乃村工藝社)

展示・貸室公開
旧香港上海銀行
長崎支店記念館

指定管理
((株)乃村工藝社)

展示公開
長崎近代交流史と孫文・
梅屋庄吉ミュージアム

6,672人なし
業務委託

(南山手地区
町並み保存会)

展示・貸室公開
⑧南山手８番館

(伝統的建造物)

806人なし－－非公開
⑨南山手乙９番館

(伝統的建造物)

－H27策定－－非公開
⑩旧杠葉本館･旧杠葉氏宅

(伝統的建造物)

事業者と契約現在の活用

現在の活用

保存整備（R7〜14）

現在の活用（現指定管理期間〜R9）

順次事業を開始

順次事業を開始

順次事業を開始

未定

備品の整理等

備品の整理、展示品の移設等

事業者と契約

事業者と契約

事業者と契約

事業者と契約

事業者と契約

順次事業を開始

現在の活用（現指定管理期間〜R9） 未定

備品の整理、展示品の移設等

事業者と契約

15

４．洋館活用対象施設の現況と今後のスケジュール

事業者公募

事業者公募

事業者公募

事業者公募

事業者公募

事業者公募

事業者公募
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有形文化財

建造物、美術工芸品など

無形文化財

民俗文化財

記念物

演劇、音楽、工芸技術など

衣食住、信仰、衣装など

貝塚、庭園、動物、植物など

文化的景観

棚田、里山、用水路など

伝統的建造物群

宿場町、城下町、農漁村など

埋蔵文化財

土地に埋蔵されている文化財

文化財の保存技術

修理・修復の技術など

文 化 財

歴史的建造物
指 定

登 録

選 定

もっとも多くなされている方法（制度）。
重要なものを厳選し、価値を守るために
現状変更に対して、許可制など強い規制
があり、保護も厚い。

平成８年法改正からはじまる。
届出制に対する指導・助言・勧告を基本
とする。緩やかな保護。

地方公共団体が特定した文化財の中から、
国がとくに重要であるとして選び出す。

ー 参考資料 ー５．長崎市の歴史的建造物について

（１）文化財の種類 （２）文化財の保護

歴史的建造物
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（３）長崎市内の指定文化財・登録文化財の件数

計市指定県指定国認定
（旧重要美術品）

国指定・選定区分

12852364
国宝 3

有形文化財
重要文化財 33

22
71―重要有形民俗文化財 1有形民俗文化財民俗

文化財 75―重要無形民俗文化財 1無形民俗文化財

22無形文化財

101

4113―9史跡記念物

11―0名勝

2212―2天然記念物

2―――重伝建 2伝統的建造物群保存地区

1―――重文景 1文化的景観

25613070452計

件数区 分

31登録有形文化財

1登録記念物（名勝関係）

32計

件数区 分

1国選択無形文化財

4国選択無形民俗文化財

5計

: 歴史的建造物に該当する部分

＜凡例＞

ー 参考資料 ー５．長崎市の歴史的建造物について

令和８年5月1日現在
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（４）長崎市の歴史的建造物一覧（史跡内建造物、寺社、寺院、教会、個人宅を除く）

所有位置文化財名称種別

長崎市中央旧 グラバー 住宅国指定重要文化財1

長崎市中央旧 リンガー 住宅国指定重要文化財2

長崎市東部旧本田家住宅国指定重要文化財3

長崎市中央旧オルト住宅国指定重要文化財4

長崎市中央旧香港上海銀行長崎支店国指定重要文化財5

長崎市中央旧長崎英国領事館国指定重要文化財6

長崎市中央旧長崎税関下り松派出所国指定重要文化財7

長崎市中央東山手十二番館国指定重要文化財8

民間中央活水学院職員住宅伝統的建造物9

民間中央活水学院同窓会館伝統的建造物10

長崎市中央東山手甲十三番館伝統的建造物11

民間中央活水学院茶道部部室伝統的建造物12

長崎市中央南山手乙二十七番館伝統的建造物13

長崎市中央旧自由亭伝統的建造物14

長崎市中央旧長崎地方裁判所長官舎伝統的建造物15

所有位置文化財名称種別

長崎市中央旧ウォーカー住宅伝統的建造物16

長崎市中央旧三菱第２ドックハウス伝統的建造物17

長崎市中央旧スチイル記念学校伝統的建造物18

長崎市中央南山手８番館伝統的建造物19

民間中央十六番館伝統的建造物20

民間中央杠葉別館伝統的建造物21

民間中央旧マリア園伝統的建造物22

民間中央宝製鋼伝統的建造物23

長崎市中央南山手乙９番館伝統的建造物24

長崎市南部伊王島灯台旧吏員退息所県指定有形文化財25

長崎市中央東山手洋風住宅群 (7棟）市指定有形文化財26

民間中央
長崎大学瓊林会館
（旧長崎高等商業学校研究館）

登録有形文化財27

民間中央
長崎大学経済学部倉庫
（旧長崎高等商業学校倉庫）

登録有形文化財28

民間中央小野原本店店舗兼主屋登録有形文化財29

民間中央小野原本店附属屋登録有形文化財30

長崎市中央長崎市旧市長公舎登録有形文化財31

民間中央料亭春海登録有形文化財32

ー 参考資料 ー５．長崎市の歴史的建造物について



歴史的建造物 位置図

グラバー園内

⑬旧オルト住宅

⑪旧グラバー住宅

⑫旧リンガー住宅

片淵地区

⑯心田庵

⑭旧本田家住宅

伊王島地区

東⻑崎地区

⑮伊王島灯台旧吏員退息所
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５．長崎市の歴史的建造物について （洋館活用対象外の施設） ー 参考資料 ー



スケジュール

入館者数
（R7実績）

保存
活用
計画

現在の運用形態
（契約相手方）

現在の活用
公開

非公開
建物名

（文化財種別）
R10R9R8

128412841284

840,038人H26策定

指定管理
(長崎南山手ｸﾞﾗﾊﾞｰ

ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ共同事業体)

展示公開
⑪旧グラバー住宅

(国指定重要文化財
/伝統的建造物)

展示公開
⑫旧リンガー住宅

(国指定重要文化財
/伝統的建造物)

展示非公開
⑬旧オルト住宅

(国指定重要文化財
/伝統的建造物)

106人なし
見廻り看視のみ

（個人）
見学公開

⑭旧本田家住宅
(国指定重要文化財)

4,972人なし
指定管理

(株式会社KPG 
HOTEL&RESORT)

展示公開
⑮伊王島灯台旧吏員退息所

(県指定有形文化財)

－
(整備のため休館)

R4策定
契約なし

（職員対応）
貸室・見学公開

⑯心田庵
(市指定史跡)

一般公開を継続

貸出業務の開始・春と秋の一般公開予定

保存整備

現指定管理

期間(〜R8)

直営による管理（予定）

展示整備
公開

現活用による公開

現活用による公開

20

５．長崎市の歴史的建造物について （洋館活用対象外の施設） ー 参考資料 ー
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ー 参考資料 ー

【参照】 R3.11長崎居留地歴史まちづくり協議会・長崎市 長崎居留地歴まちグランドデザイン参考資料ｰ実現化に向けたアイディア集ｰ

６．他都市の歴史的建造物活用事例

①

②
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ー 参考資料 ー

【参照】 R3.11長崎居留地歴史まちづくり協議会・長崎市 長崎居留地歴まちグランドデザイン参考資料ｰ実現化に向けたアイディア集ｰ

③

④

６．他都市の歴史的建造物活用事例
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ー 参考資料 ー

【参照】 R3.11長崎居留地歴史まちづくり協議会・長崎市 長崎居留地歴まちグランドデザイン参考資料ｰ実現化に向けたアイディア集ｰ

⑤

⑥

６．他都市の歴史的建造物活用事例



24【参照】 国土交通省 事例紹介･参考資料ｰスモールコンセッションｰ https://www.mlit.go.jp/smcn/case/index.html

ー 参考資料 ー

⑦

６．他都市の歴史的建造物活用事例
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ー 参考資料 ー

【参照】 国土交通省 事例紹介･参考資料ｰスモールコンセッションｰ https://www.mlit.go.jp/smcn/case/index.html

⑦

６．他都市の歴史的建造物活用事例
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ー 参考資料 ー

【参照】 国土交通省 事例紹介･参考資料ｰスモールコンセッションｰ https://www.mlit.go.jp/smcn/case/index.html

⑧

６．他都市の歴史的建造物活用事例
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ー 参考資料 ー

【参照】 国土交通省 事例紹介･参考資料ｰスモールコンセッションｰ https://www.mlit.go.jp/smcn/case/index.html

⑧

６．他都市の歴史的建造物活用事例


